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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子部品と熱的に接触するヒートシンクを介して流体循環により前記電子部品の温度を
制御する装置において、
　第１温度の冷媒を導入するように構成された第１可変流体源と、
　前記第１温度より高い第２温度の、前記電子部品の設定温度と等しい温度の設定温度流
体を導入するように構成された第２可変流体源と、
　前記第１温度及び前記第２温度より高い第３温度の温媒を導入するように構成された第
３可変流体源と、
　調節された量の前記冷媒、前記設定温度流体および前記温媒のうち少なくとも２つを流
して前記ヒートシンクに接触する、前記ヒートシンク温度に直接影響する混合温度を有す
る混合流体にするように構成されたバルブと、を備え、
　前記調節された量の前記冷媒、前記設定温度流体および前記温媒のうち少なくとも２つ
は、前記ヒートシンク温度が前記電子部品の温度の変化を相殺するとともに前記電子部品
の設定温度を維持するように制御することができる電子部品の温度制御装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記バルブはディスクバルブである電子部品の温度制御装置。
【請求項３】
　請求項１又は２において、
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　前記設定温度流体の温度は、前記温媒の温度に対するよりも前記冷媒の温度に近似する
電子部品の温度制御装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項において、
　第１流体帰還流路と、
　第２流体帰還流路と、を備え、
　前記混合流体が前記ヒートシンクに当ったのち、前記混合流体の一部が前記第１流体帰
還流路を介して前記第１可変流体源へ帰還するとともに、前記混合流体の残余は前記第２
流体帰還流路を介して前記第２可変流体源へ帰還する電子部品の温度制御装置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項において、
　それぞれが第１バルブと第２バルブ、およびそれぞれが第１ヒートシンクと第２ヒート
シンクとを有する第１電気部品試験部と第２電気部品試験部とを備え、
　少なくとも前記第２バルブは前記第２ヒートシンクに接触する前記設定温度流体のみを
導出するように構成され、
　前記第１電気部品試験部が電気部品を試験している場合は、前記第１バルブは前記第１
ヒートシンクに接触する前記混合流体を導出するとともに、前記第２電気部品試験部は次
の電気部品の試験を待機し、前記第２バルブは前記第２ヒートシンクに接触する前記設定
温度流体のみを導出する電子部品の温度制御装置。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一項において、
　前記ヒートシンクは複数のフィンを有し、
　前記フィンの延在方向と、前記混合流体が前記ヒートシンクに接触する方向とが垂直で
ある電子部品の温度制御装置。
【請求項７】
　第２温度は第１温度より高く第３温度は第２温度より高い条件下、
　第１流体容器、第２流体容器及び第３流体容器にそれぞれ貯留された、第１温度の冷媒
と前記電子部品の目標温度と等しい前記第２温度の目標温度流体と第３温度の温媒とを用
いて、ヒートシンクに熱的に接触する電子部品の温度を制御する方法であって、
　前記第１温度と前記第３温度との間の混合温度を有する混合流体を得るために、前記冷
媒、前記目標温度流体及び前記温媒の少なくとも２つの流体の割合を決定するステップと
、
　前記混合流体を得るために前記決定された割合で前記冷媒、前記目標温度流体及び前記
温媒の少なくとも２つの流体を前記容器から導出するステップと、
　前記電子部品の温度の変化を相殺するとともに前記電子部品の目標温度を維持するため
に、前記ヒートシンクの温度を調整して前記ヒートシンクの少なくとも一部に前記混合流
体を接触させるステップと、を含む電子部品の温度制御方法。
【請求項８】
　請求項７において、
　前記冷媒、前記目標温度流体及び前記温媒の少なくとも２つの流体を導出するステップ
は、ディスクバルブを介して前記冷媒、前記目標温度流体及び前記温媒の少なくとも２つ
の流体を前記容器から導出するステップを含む電子部品の温度制御方法。
【請求項９】
　請求項７又は８において、
　前記目標温度流体の目標温度は、前記温媒の温度に対するよりも前記冷媒の温度に近似
する電子部品の温度制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
この開示は温度制御の分野に関し、特に試験中において電子部品又は電子的構成要素の加
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熱および／または冷却を通じて設定温度を維持するものに関する。
【背景技術】
【０００２】
例えば、半導体のような固体化された（ソリッドステート）の電子部品又は電子的構成要
素は、温度によってパフォーマンス特性が変化する。特に、例えば操作中に電子部品が発
熱（すなわち自己発熱）して内部温度が上昇するように、パフォーマンス特性は変化する
。その上、固体の電子部品は、異なる環境で、或いは、広い温度範囲で使用されることも
ある。
【０００３】
一定のパフォーマンス特性を保証するために、電子部品の温度を相対的に一定に維持する
ことが望ましい。設計仕様を満たし正常な作動を保証するために電子部品の機能試験をす
る時が、まさに妥当する。例えば、テスト中デバイス（ＤＵＴ）と呼ばれる電子部品は、
いろいろなデバイス特性を観察するために、短絡試験や過熱試験のような耐久性処置を受
けることがある。そのような試験の間には、結果を有意義なものとするために、ＤＵＴの
温度を所定の試験温度又は設定温度であるように相対的に一定に保持しなければならない
。言い換えれば、テスターは、ある観察される電気的特性が温度変化よりも他の要因に起
因していることを確認できなければならない。
【０００４】
一定の温度を維持するために、既知の温度制御装置は、例えば電気ヒータを通じて熱を加
えるのと同様に例えばヒートシンクを通じて除熱することができる。ヒートシンクは、Ｄ
ＵＴの温度よりもずっと低い温度の流体を備えている。ヒータは、ＤＵＴとヒートシンク
の間に配置され、ＤＵＴの試験に求められる温度まで、ヒータ表面の温度を上げるように
電力がヒータに供給される。ヒートシンクは、自己発熱によって電子部品の温度が試験温
度を超えて上昇した範囲において、過剰熱を相殺するとともにＤＵＴの試験工程の間に生
じた熱を除去する。電力の変動により、重大かつ比較的瞬間的な自己発熱が生じるため、
無要な温度上昇の補正に対し正確に、かつ素早く反応する温度制御器が求められている。
【０００５】
しかしながら、除去できる能力の総和はヒータ自体の最大電力密度（またはワット密度）
によって制限される。たとえば、５００ワットで操作可能なヒータにあっては、冷媒をヒ
ートシンクに導入することで、その電力の約半分が試験温度を維持するためだけに消費さ
れる。したがって、たとえば２５０ワットの電力が試験温度を維持するために必要とされ
る。そして、ＤＵＴに対する印加電力に基づいてヒータの電力がゼロに減少すると、ＤＵ
Ｔから除去できる最大電力は２５０ワットである。一方、ヒータは、ヒートシンクを通し
て除去される熱を相殺することはできない。特にこのことは、現在のＤＵＴ試験では５０
０ワットまで至る要求があり、将来的にはそれを超える要求がある点で問題である。また
ヒータは、無用な熱抵抗や熱容量を付加したり、勾配（非熱的均一面）を誘発したり、不
適切な応答時間であったりする。
【０００６】
この種の温度制御装置の改良は簡単ではない。たとえば、ヒートシンクは、ヒートシンク
能率を高めるのにはそぐわないヒータと適当にバランスしなければならない。すなわち、
たとえばヒートシンクを通る流体流量を増加したり、流体温度を下げたり、フィン効率を
高めたり、及び／又はさらに効果的な流体を併用したりすることで、ヒートシンクの熱除
去能力が高くなると、ヒータ能力もこれに応じて、冷却能力の増加分を相殺するとともに
試験温度を維持するために増加させる必要がある。
【０００７】
他の温度制御装置は、ヒートシンクとヒータとの組み合わせを必須とはしていないが、い
まだ機能的な点で非能率である。たとえば、ペルチェ素子は電圧から温度差を生じさせ、
ヒートシンクとしても熱源としても効果的に作用する。しかし、ペルチェ素子の欠点は、
重要な電力を除去したり高電力密度を取り扱ったりすることができない。なぜなら、動的
に反応するとともに電子部品から電力を除去するために必要な応答時間が不適切だからで
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ある。したがって、現在の温度制御装置は、電子部品を一定温度に維持するといった要求
に適切に応じてはいない。
【０００８】
たとえば、図１は従来の温度制御装置の代表的な温度応答を示すグラフであり、ＤＵＴの
温度を調節するのに使用されるものである。縦軸は摂氏温度、横軸は経過時間、たとえば
秒を示す。また、設定温度である試験温度１０２は試験が行われる所望の温度で示されて
いる。図１では設定温度を９０℃とする。また、たとえばＤＵＴから熱を除去するように
構成されたヒートシンクを流れる流体の温度としての流体温度１０４も示されている。流
動的な増分Ｔは試験温度１０２と流体温度１０４との温度差である。典型的なグラフに示
された流体温度１０４は、約３０℃であり、結果的に流動的な増分Ｔは７０℃になる。周
知の如く、流動的増分Ｔが大きければ大きいほどヒートシンクの冷却能力を速くすること
ができる。
【０００９】
既述したとおり、試験環境下において電力はヒータにもＤＵＴにも供給される。ヒータ電
力１１０は、当該ヒータを最大温度に維持することができるレベル（たとえば５００ワッ
ト）から開始し、本例では３００℃として説明する。そして、電子部品の電力１１２が徐
々にＤＵＴに印加されて所望の試験が行われ、ヒータの電力１１０は、電子部品温度１０
８の増加を相殺するためにヒータ温度を下げるべく、これに対応して減少する。しかしな
がら、ヒータ電力１１０がゼロまで下がったら、電子部品温度１０８は上昇を続けるもの
の、ヒートシンクの流体温度１０４の効果は、もはや試験温度を維持するためにＤＵＴを
冷却するには十分ではなく、図示するようにヒータ電力１１０がゼロになった後に電子部
品温度１０８が上昇することになる。したがって、この試験システムは、電子部品の電力
１１２が適切な試験に要求されたレベルに到達する前に中断してしまう。
【００１０】
　既述したとおり、ヒートシンクの流動的な増分Ｔを増加させることは特に効果的又は効
率的ではない。これは低温の流体温度１０４、なかでも電子部品の電力１１２が低電力の
場合に、この流体温度１０４を相殺するのにヒータ電力１１０（したがってヒータ温度）
を増加させなければならないからである。ヒータ電力１１０の増加のほとんどは、増加し
た流動的増分Ｔによって無効にされる。
【発明の開示】
【００１１】
本発明の限定されない実施形態によれば、電子部品と熱的に接触するヒートシンクを介し
て流体循環により前記電子部品の温度を制御する装置において、第１温度の冷媒を導入す
る可変冷媒導入部と、前記第１温度より高い第２温度の温媒を導入する可変温媒導入部と
、前記可変冷媒導入部及び前記可変温媒導入部に接続され、前記冷媒と前記温媒が混合し
て前記ヒートシンクに接触する混合媒体になるとともに、当該混合媒体の混合温度は前記
ヒートシンクの温度に直接影響するチャンバと、を有し、前記可変冷媒導入部及び前記可
変温媒導入部は、前記ヒートシンクの温度が前記電子部品の温度の変動を相殺し、実質的
に前記電子部品の設定温度を維持するように、前記混合温度を動的に制御するように調節
される電子部品の温度制御装置が提供される。また前記電子部品は半導体素子である。
【００１２】
上記装置は、さらに前記可変冷媒導入部により導入された冷媒に応じた量の混合媒体を導
出する可変冷媒導出部を含んでもよい。また上記装置は、前記可変温媒導入部により導入
された温媒に応じた量の混合媒体を導出する可変温媒導出部を含んでもよい。
【００１３】
本発明の第２の実施形態では、前記第１温度は、前記設定温度に対して０～－１４０℃の
範囲内、前記第２温度は前記設定温度に対して０～７５℃の範囲内としてもよい。換言す
れば、前記第１温度は、設定温度に等しいか又は設定温度から－１４０℃以下の範囲内、
前記第２温度は、設定温度に等しいか又は設定温度から７５℃以上の範囲内としてもよい
。
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【００１４】
他の実施形態において、前記電子部品の温度が上昇した場合は、前記冷媒を増加させると
ともに前記温媒を減少させてもよい。また、前記電子部品の温度が下降した場合は、前記
冷媒を減少させるとともに前記温媒を増加させてもよい。
【００１５】
上記装置は、前記冷媒の前記第１温度を実質的に維持するチラー及び／又は前記温媒の前
記第２温度を実質的に維持するヒータを備えてもよい。さらに、前記冷媒の前記第１温度
を実質的に維持する第１熱交換器と、前記温媒の前記第２温度を実質的に維持する第２熱
交換器と、を備えてもよい。
【００１６】
さらに他の限定されない実施形態では、第１温度の第１流体と第２温度の第２流体とを用
いて、ヒートシンクに熱的に接触する電子部品の温度を制御する方法であって、前記第１
温度と前記第２温度との間の混合温度を有する混合流体を得るために前記第１流体と前記
第２流体との割合を決定するステップと、前記混合流体を得るために前記決定された割合
で前記第１流体と前記第２流体とを混合するステップと、前記電子部品の温度の変化を相
殺するとともに前記電子部品の目標温度を実質的に維持するために、前記ヒートシンクの
温度を調整して前記ヒートシンクの少なくとも一部に前記混合流体を導出するステップと
、を含む電子部品の温度制御方法が提供される。
　前記第１流体と前記第２流体とを混合するステップは、前記第１流体に対応する第１導
入部を介して前記第１流体を導入するとともに、前記第２流体に対応する第２導入部を介
して前記第２流体を導入するステップと、前記第１流体に対応する第１導出部と前記第２
流体に対応する第２導出部を介して前記決定された割合で前記混合流体を導出するステッ
プと、を含んでもよい。
　また、前記第１温度は前記目標温度より低く、前記第２温度は前記目標温度より高くて
もよい。
これに加えて、前記第１温度は、前記目標温度に対して０～－１４０℃の範囲内、前記第
２温度は前記目標温度に対して０～７５℃の範囲内としてもよい。換言すれば、前記第１
温度は、設定温度に等しいか又は設定温度から－１４０℃以下の範囲内、前記第２温度は
、設定温度に等しいか又は設定温度から７５℃以上の範囲内としてもよい。
【００１７】
他の実施形態では、前記電子部品の温度が上昇した場合は前記第２流体に対する前記第１
流体の割合が増加するように決定され、前記電子部品の温度が下降した場合は前記第２流
体に対する前記第１流体の割合が減少するように決定されてもよい。また、チラーを用い
て前記第１温度を実質的に維持し、ヒータを用いて前記第２温度を実質的に維持してもよ
い。
【００１８】
本発明の他の実施形態では、電子部品の温度を制御する装置において、混合温度を得るた
めに、それぞれ対応する温度を有する複数の流体を混合するように構成されたバルブと、
前記電子部品に熱的に接触し、前記混合温度に直接関係するヒートシンク温度を有するヒ
ートシンクと、を備え、前記複数の流体の混合比率は、前記混合温度及びこれに関連する
前記ヒートシンク温度を動的に変更するために調節される電子部品の温度制御装置が提供
される。
　上記装置は前記ヒートシンクと前記電子部品との間に配置された熱接触面材料を含んで
もよく、前記ヒートシンクは、前記熱接触面材料を介して前記電子部品の目標温度を実質
的に維持してもよい。
【００１９】
これに加えて、前記ヒートシンクは複数のフィンを有し、前記フィンは、前記ヒートシン
クに接触する前記混合流体と垂直方向に延在してもよい。
【００２０】
本発明の他の限定されない実施形態では、電子部品と熱的に接触するヒートシンクを介し
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て流体循環により前記電子部品の温度を制御する装置において、第１温度の第１流体を導
入するように構成された第１可変流体源と、前記第１温度より高い第２温度の第２流体を
導入するように構成された第２可変流体源と、前記第１温度及び前記第２温度より高い第
３温度の第３流体を導入するように構成された第３可変流体源と、調節された量の前記第
１流体、前記第２流体および前記第３流体のうち少なくとも２つを流して前記ヒートシン
クに接触する、前記ヒートシンク温度に直接影響する混合温度を有する混合流体にするよ
うに構成されたバルブ（ディスクバルブにしてもよい）と、を備え、前記調節された量の
前記第１流体、前記第２流体および前記第３流体のうち少なくとも２つは、前記ヒートシ
ンク温度が前記電子部品の温度の変化を相殺するとともに前記電子部品の設定温度を実質
的に維持するように制御することができる電子部品の温度制御装置が提供される。
【００２１】
さらに、前記第１流体を冷媒、前記第２流体を前記電子部品の設定温度と等しい温度の設
定温度流体、前記第３流体を温媒としてもよい。また、前記設定温度流体の温度は、前記
温媒の温度に対するよりも前記冷媒の温度に近似してもよい。さらに、前記第１流体、前
記第２流体及び前記第３流体の少なくとも２つは同じ流体の一部または全て同じ流体の一
部としてもよい。
【００２２】
上記装置は、第１流体帰還流路と、第２流体帰還流路と、を備え、前記混合流体が前記ヒ
ートシンクに当ったのち、前記混合流体の一部が前記第１流体帰還流路を介して前記第１
流体源へ帰還するとともに、前記混合流体の残余は前記第２流体帰還流路を介して前記第
２流体源へ帰還してもよい。
【００２３】
さらに他の実施形態では、それぞれが第１バルブと第２バルブ、およびそれぞれが第１ヒ
ートシンクと第２ヒートシンクとを有する第１電気部品試験部と第２電気部品試験部とを
備え、少なくとも前記第２バルブは前記第２ヒートシンクに接触する前記第２流体のみを
導出するように構成され、前記第１電気部品試験部が電気部品を試験している場合は、前
記第１バルブは前記第１ヒートシンクに接触する前記混合流体を導出するとともに、前記
第２電気部品試験部は次の電気部品の試験を待機し、前記第２バルブは前記第２ヒートシ
ンクに接触する前記第２流体のみを導出してもよい。
【００２４】
さらに、本発明の限定されない実施形態では、第２温度は第１温度より高く第３温度は第
２温度より高い条件下、第１流体容器、第２流体容器及び第３流体容器にそれぞれ貯留さ
れた、第１温度の第１流体と第２温度の第２流体と第３温度の第３流体とを用いて、ヒー
トシンクに熱的に接触する電子部品の温度を制御する方法であって、前記第１温度と前記
第３温度との間の混合温度を有する混合流体を得るために、前記第１流体、前記第２流体
及び前記第３流体の少なくとも２つの流体の割合を決定するステップと、前記混合流体を
得るために前記決定された割合で前記第１流体、前記第２流体及び前記第３流体の少なく
とも２つの流体を前記容器から導出するステップと、前記電子部品の温度の変化を相殺す
るとともに前記電子部品の目標温度を実質的に維持するために、前記ヒートシンクの温度
を調整して前記ヒートシンクの少なくとも一部に前記混合流体を接触させるステップと、
を含む電子部品の温度制御方法が提供される。
　また、前記第１流体、前記第２流体及び前記第３流体の少なくとも２つの流体を導出す
るステップは、ディスクバルブを介して前記第１流体、前記第２流体及び前記第３流体の
少なくとも２つの流体を前記容器から導出するステップを含んでもよい。
【００２５】
また、前記第１流体を冷媒、前記第２流体を前記電子部品の目標温度と等しい温度の目標
温度流体、前記第３流体を温媒としてもよい。さらに、前記目標温度流体の目標温度は、
前記温媒の温度に対するよりも前記冷媒の温度に近似してもよい。加えて、前記第１流体
、前記第２流体及び前記第３流体の少なくとも２つは同じ流体の一部または全て同じ流体
の一部としてもよい。
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【００２６】
上記方法は、前記ヒートシンクに前記混合流体を接触させたのち、第１流体帰還流路を介
して前記混合流体の一部を前記第１流体容器へ帰還させるステップと、前記ヒートシンク
に前記混合流体を接触させたのち、第２流体帰還流路を介して前記混合流体の残余を前記
第２流体容器へ帰還させるステップと、を含んでもよい。
【００２７】
さらに、それぞれが第１バルブと第２バルブ、およびそれぞれが第１ヒートシンクと第２
ヒートシンクとを有する第１電気部品試験部と第２電気部品試験部とを備え、前記第１流
体、前記第２流体及び前記第３流体の少なくとも２つの流体の導出が電気部品の試験中に
前記第１電気部品試験部にて行われるものであって、前記第１流体、前記第２流体及び前
記第３流体の少なくとも２つの流体が前記第１電気部品試験部により導出されているとと
もに前記第２電気部品試験部が次の電気部品の試験を待機している間は、前記第２流体が
前記第２ヒートシンクに接触するように前記第２流体のみを導出してもよい。また、前記
接触は、前記ヒートシンクのフィンが延在する方向の垂直方向に生じてもよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下の開示は、制御された環境下において試験され、試験中デバイス（ＤＵＴ）と称さ
れる固体化された電子部品の温度を調節する装置及び方法に関する。一の実施の形態では
、ＤＵＴと従来技術の温度制御装置のヒートシンクとの間のヒータは除外してよい。しか
も、それぞれ異なる温度の流体（限定はされないが液体、気体、粒子、微粒子及びこれら
の組み合わせを含む全ての非固体でよい）の一部は種々の割合でヒートシンク内において
混合され、ＤＵＴの温度を維持し制御する。これに代えて、それぞれ異なる温度の少なく
とも２つの流体を種々の割合でヒートシンク内において混合し、ＤＵＴの温度を維持し制
御してもよい。加えて、異なる物質状態の２又はそれ以上の流体を本発明に使用してもよ
い。たとえば、本発明の限定されない実施形態に関し、ガスと液体を混合してもよい。す
なわち、ここに開示するすべてのヒートシンクは熱容量及び熱抵抗がきわめて小さい。
【００２９】
一の実施の形態では、バルブは、ヒートシンクに導入される流体の割合及びデューティサ
イクルを制御する。そのヒートシンクの形態は特に限定されない。すなわち、効率と熱除
去能力は、流体流量の増加、圧力の増加、フィン効率の最適化、適した流体の選択、流量
の増加、増分Ｔの増加（すなわちＤＵＴの試験温度に対するヒートシンク流体温度）及び
これに類するものによって、最大値まで増加する。意味深いことに、流体の冷媒増分Ｔの
原理は加熱要求にも適用される。すなわち、必要とされる如くヒートシンクの温度を上昇
させるために、ヒータを要求することなく、大きな増分Ｔの温媒が用いられる。加えて、
ヒータ及び結合されたヒータの痕跡を除去するために、ヒートシンクの表面の温度勾配が
、事実上除去される。
【００３０】
図２は、本発明の観点によるＤＵＴ温度を調節するために使用される温度制御装置の代表
的な温度応答を示すグラフである。ＳＯＴ（試験開始）までは電子部品に印加される電力
はゼロである。さらにまた、試験温度１０２は模範的に９０℃に設定される。また、それ
ぞれが試験温度１０２に対する冷媒増分Ｔおよび温媒増分Ｔを有する冷媒温度２０４およ
び温媒温度２０６が存在する。同図にはヒータの電力は示されていない。なぜならヒート
シンクの冷媒の効果を相殺するためにヒータは採用されていないからである。
【００３１】
ヒータ電力を無効にすることについて関係はないので、冷媒温度２０４は従来システムの
冷媒温度１０４に比べ著しく低い。図２には代表的に実施形態としての冷媒温度２０４は
約－３０℃、その結果としての冷媒増分Ｔが１２０℃として示されている。また、図２の
模範的な実施形態としての温媒温度２０６は約２００℃、その結果としての温媒増分Ｔが
１１０℃として示されている。
【００３２】
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冷媒と温媒または同じ流体（すなわち定常的に循環する流体）の低温部分と高温部分は連
続的に調節可能な割合で混合され、混合されたヒートシンクの流体温度２０９とされる。
全ての実施の形態において、当業者は、使用される流体は同じ、定常的に循環する流体で
あってもよいし、又はこれに代えて２又はそれ以上の別個の流体であって分離された容器
に収容され混合されるまで互いに混ざり合うことがないものであってもよいことを容易に
理解する。試験温度１０２を維持するために、混合されたヒートシンクの流体温度２０９
は、電子部品の電力の上昇に応じてヒートシンクの流体温度２０９が降下することが示さ
れているとおり、電子部品の電力１１２（及びこれに応じて増加する電子部品温度）を相
殺するように調節される。このようにして電子部品の電力１１２は、試験温度１０２が維
持されたまま、最大試験要求値まで増加することができる。
【００３３】
図３は、図２の温度制御を達成できる、本発明の実施の形態に係る模範的な温度制御装置
を示す概略ブロック図である。同図に示す実施形態において、温度制御装置３００はクロ
ーズドシステムを備え、このシステムは、たとえばＤｙｎａｌｅｎｅ　ＨＣ－１０の流体
を、一組の熱交換器及びバルブを通して循環する。これにより、冷媒増分Ｔの容器３１０
との相互作用を介して一部の流体は冷媒増分Ｔまで冷却されると同時に、温媒増分Ｔの容
器３２０との相互作用を介して他の流体は温媒増分Ｔまで加熱される。たとえば、図示す
る実施形態では冷媒容器３１０と温媒容器３２０は別のクローズドシステムに組み込まれ
、これらのクローズドシステムはそれぞれ冷媒と温媒とを、たとえば並行流の熱交換器で
ある熱交換器３１２，３２２に流す。勿論、本発明の範囲と精神を逸脱しない限りいかな
るタイプの熱交換器を温度制御装置３００に組み込んでもよい。さらに、温度制御装置３
００に使用される流体の例示は限定する趣旨ではなく、液体、気体または液体と気体の混
合物を適用することができる。
【００３４】
冷媒増分Ｔの容器３１０は、チラー、たとえば冷媒増分Ｔ（たとえば図２に示すように冷
媒増分Ｔが１２０℃となる冷媒出口温度－３０℃）とするために熱交換器３１２の出口温
度を充分低温に維持するものを組み込んでもよい。チラーは冷却要求に応じて単体で又は
直列にしてもよく、たとえば試験及び／又は使用者のニーズに基づいて変更してもよい。
温媒増分Ｔの容器３２０は、ボイラー、たとえば温媒増分Ｔ（たとえば図２に示すように
温媒増分Ｔが１１０℃となる温媒出口温度２００℃）とするために熱交換器３２２の出口
温度を充分高温に維持するものを組み込んでもよい。さらに、温度制御装置３００に使用
される流体の冷媒増分Ｔと温媒増分Ｔを適切に生成し維持する、熱交換器に依存しない冷
却システム及び加熱システムを含むあらゆる手段が、本発明の範囲と精神を逸脱しない限
りここに組み込んでもよい。
【００３５】
熱交換器３１２，３２２は、単一の導管３０５を介して流通する流体の温度を調節し、導
管３０５は種々の枝管を介して流体をヒートシンク３４０，３５０，３６０，３７０に案
内する。それぞれのヒートシンクは、電子部品（たとえばＤＵＴ）に接触し、その設定温
度を維持する。図示する実施形態では、導管３０５は分離されたクローズドシステムであ
り、ヒートシンクから出た流体を、熱交換器３１２，３２２から出た流量割合で両熱交換
器３１２，３２２へ戻す。
【００３６】
流体は導管３０５をすべての適切な手段及び圧力で流通してよい。たとえば、図示する実
施形態では、ポンプ３８２（同例では約１８０ＰＳＩで流体を吸引するが当業者であれば
システムのニーズに応じて流体の吸引圧を大きく又は小さくすることができる。）は、導
管３０５を介して流体を吸引し、同時にアキュムレータ３８４（同例では約１８０ＰＳＩ
で流体を吸引するが当業者であればシステムのニーズに応じて流体の吸引圧を大きく又は
小さくすることができる。）およびレギュレータ３８６（同例では約１６０ＰＳＩで流体
を吸引するが当業者であればシステムのニーズに応じて流体の吸引圧を大きく又は小さく
することができる。）はシステム内の圧力を一定に維持する。流体は、２ポートチェック
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バルブ３１４，３２４のようなバルブを介して熱交換器３１２，３２２に流入する。２ポ
ートチェックバルブ３１４，３２４はそれぞれ、熱交換器３１２，３２２を通る流体の方
向を特定方向に保証し、それぞれの熱交換器３１２，３２２に流入する流体量を調節する
。
【００３７】
熱交換器３１２を通過する流体の一部は、図２のグラフに示されるように冷媒増分Ｔ（た
とえば１２０℃）に相当する所定の低温（たとえば－３０℃）に冷却される。同様に、熱
交換器３２２を通過する流体の一部は、図２のグラフに示されるように温媒増分Ｔ（たと
えば１１０℃）に相当する所定の高温（たとえば２００℃）に加熱される。これら冷媒と
温媒はそれぞれ、熱交換器３１２，３２２から導管３０５の枝管３０５ａ，３０５ｂを介
して導出される。
【００３８】
図示する実施形態では、枝管３０５ａ内の冷媒は、ヒートシンク３４０，３５０，３６０
，３７０にそれぞれ対応した４つの冷媒コントロールバルブ３４１，３５１，３６１，３
７１に分かれて流れるように分岐される。同様に、枝管３０５ｂ内の温媒は、ヒートシン
ク３４０，３５０，３６０，３７０にそれぞれ対応した４つの温媒コントロールバルブ３
４２，３５２，３６２，３７２に分かれて流れるように分岐される。コントロールバルブ
は、たとえば周波数幅変調（ＰＷＭ）されるアナログ式流体コントロールバルブ、微小電
気機械素子（ＭＥＭＳ）の流体コントロールバルブ又はこのようなバルブであってよい。
勿論、本発明の範囲及び精神を逸脱しない限り、ヒートシンクに対応するだけでなく、あ
らゆる数量及びタイプのバルブを含んでよい。たとえば図示する実施形態では、温度制御
装置３００は、熱交換器３１２に対応するひとつの流体コントロールバルブと、ひとつの
ヒートシンク及び熱交換器３２２に対応するひとつの流体コントロールバルブとを含む。
【００３９】
冷媒コントロールバルブ３４１，３５１，３６１，３７１と温媒コントロールバルブ３４
２，３５２，３６２，３７２は１組とされ、それぞれのヒートシンクが、一方が冷媒、他
方が温媒という、それぞれが冷媒コントロールバルブと温媒コントロールバルブにより制
御される２つの入口を有することになる。このようにして、コントロールバルブは冷媒と
温媒のそれぞれ流量を調節し、ヒートシンク内において所望温度を有する混合流体を得る
。たとえば、冷媒と温媒はヒートシンクのチャンバ内で混合されてよい。
【００４０】
混合流体はそれぞれのヒートシンク３４０，３５０，３６０，３７０に接触し、各ヒート
シンクの温度を制御する（ひいては各ＤＵＴの温度を制御する）。ここに説明されている
とおり、接触方向は、その概要を図７に示すように各ヒートシンク３４０，３５０，３６
０，３７０のフィンＦの延在方向（矢印ＦＤで示す）に対してほぼ垂直方向（すなわち法
線、矢印ＩＤで示す）である。ヒートシンク３４０，３５０，３６０，３７０のフィンに
接触し循環する混合流体を矢印ＩＣで示す。ヒートシンクに接触する混合流体により、混
合温度の効果は直接的かつ効率的にヒートシンクへ伝達される。また、混合流体は各ヒー
トシンクから均等に導出され、熱傾斜や他の不均一な温度分布となる好ましくない効果の
発生が避けられる。冷媒及び温媒のコントロールバルブは、接触する流体の温度変化に対
するヒートシンクの時間応答性を高めるため、すなわち瞬間的な時間応答性に近づけるた
め、それぞれのヒートシンクのすぐ近くに配置されてよい。
【００４１】
説明のため一組のコントロールバルブとヒートシンクに関して言えば、コントロールバル
ブ３６１，３６２は、サーモスタットなどの温度センサ（不図示）からの信号に応じて開
閉し、温度センサはヒートシンク３６０の温度変化及び／又はヒートシンク３６０に接触
する又はその他ヒートシンク３６０により提供されたＤＵＴの温度変化を監視する。上述
したとおり、一対のコントロールバルブ３６１，３６２からの可変量の冷媒と温媒は所望
割合で互いに混合し、ヒートシンク３６０に接触する。コントロールバルブ３６１，３６
２の流量割合の調節は、本発明の範囲と精神を逸脱しない限り、各自のバルブにおいて行
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っても又は流量と位置データをバルブから受け取るとともに温度データをヒートシンク及
び／又はＤＵＴから受け取る中央制御システムにおいて行ってもよい。
【００４２】
一の実施形態では、ヒートシンク３６０は、熱接触面材料４２０（図５）のような熱接触
面材料に取り付けられ、熱接触面材料はＤＵＴに接触し、ＤＵＴを覆ってさらなる効率及
び均一な温度分布とすることができる。熱接触面材料は、たとえば金属製基層にカーボン
ナノチューブを設けた構造を含んでよい。
【００４３】
混合流体の温度は、ＤＵＴの設定温度を維持することが必要であるように、各可変コント
ロールバルブ３６１，３６２を介してヒートシンク３６０へ入ることができる各流体量の
機能として調節することができる。たとえば、ヒートシンク３６０に対面するＤＵＴの温
度がＤＵＴに対する電力の増加に応じて上昇するので、ヒートシンク３６０の温度はこの
変化を相殺するために下降しなければならない。そのため、ヒートシンク３６０の温度上
昇を示すセンサからの信号に基づいて、冷媒コントロールバルブ３６１が徐々に開き、及
び／又は温媒コントロールバルブ３６２が徐々に閉まる。逆に言えば、ヒートシンク３６
０に取り付けられたＤＵＴの温度が下降すると、ヒートシンクの温度は増加しなければな
らず、そのため冷媒コントロールバルブは徐々に閉まり、及び／又は温媒コントロールバ
ルブ徐々に開く。各ヒートシンク３４０，３５０，３６０，３７０は、ＤＵＴに影響する
変化を相殺するために専用のセンサを備えてもよい。たとえば、ＤＵＴは僅かに異なる温
度特性を有してよく、または種々の試験のタイミングは異なってもよい。
【００４４】
混合流体は各ヒートシンク３４０，３５０，３６０，３７０に入り、導管３０５を介して
熱交換器３１２，３２２へ戻る。個別に流体を冷却及び加熱する工程と、冷媒と温媒とを
混合する割合を調節する工程は、それぞれのＤＵＴ及び／又はヒートシンク温度の監視に
基づいて継続される。
【００４５】
一の実施形態では、混合流体は、冷媒及び温媒入口に対応した、分離された冷媒及び温媒
出口及び／又はバルブを介して各ヒートシンク３４０，３５０，３６０，３７０から流出
してよい。たとえば各冷媒及び温媒出口から流出する混合流体の均一性が、各冷媒及び温
媒入口へ流入する均一性に対応するように、冷媒及び温媒入口と同様に、冷媒及び温媒出
口は調節可能とされている。これに代えて、または各ヒートシンク３４０，３５０，３６
０，３７０から流出する混合流体の均一性を制御することに加えて、各熱交換器３１２，
３２２に流入する混合流体量は、同様にしてチェックバルブ３１４，３２４それぞれによ
り制御してよい。これにより、各熱交換器３１２，３２２に戻る混合流体量が、ヒートシ
ンク３４０，３５０，３６０，３７０に流入する冷媒及び温媒に対応した量に等しくなる
。このようにして、熱交換器３１２，３２２は、ＤＵＴ温度を維持し、これによりシステ
ムの効率を高めるための現在の要求による指示にしたがって、均一な量の流体全体をそれ
ぞれ冷却及び加熱することが必要とされる。
【００４６】
さらに、分離された冷媒及び温媒出口から流出する混合流体は、分離された導管を介して
各熱交換器３１２，３２２へ戻されてもよい。たとえば、ヒートシンク３６０に接触する
混合流体が６５％の冷媒と３５％の温媒である場合に、６５％の混合流体が冷媒導管を介
してヒートシンクから流出し、３５％の混合流体が温媒導管を介して流出する。さらに、
熱交換器３１２，３２２は、均一な量の流体全体をそれぞれ冷却及び加熱し、これにより
システムの効率を高める。
【００４７】
他の実施形態では、冷媒と温媒は厳密な意味でヒートシンクにおいて混合されず、むしろ
分離された導管に存在する間、熱エネルギをヒートシンクに伝達する。たとえば、温媒増
分Ｔの容器３２０から循環する温媒はヒートシンク（たとえばヒートシンク３６０）を通
過し、ヒートシンク熱交換器（不図示）を介して熱をヒートシンクに伝達し、そして（温
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媒増分Ｔの容器３２０に対応した）熱交換器３２２へ戻る。したがって、熱交換器３２２
、入口側温媒コントロールバルブ３４２，３５２，３６２，３７２、これに対応した出口
側冷媒コントロールバルブおよび帰還導管（不図示）は、分離されたクローズドシステム
として機能する。同様に、（冷媒増分Ｔの容器３１０に対応した）熱交換器３１２、入口
側冷媒コントロールバルブ３４１，３５１，３６１，３７１、これに対応した出口側温媒
コントロールバルブおよび帰還導管（不図示）は、分離されたクローズドシステムとして
機能する。また、本例では、冷媒増分Ｔ及び温媒増分Ｔを与える分離された流体及び／又
は異なるタイプの流体の使用が可能となる。
【００４８】
さらに、温度制御装置の冷却サイクル及び加熱サイクルの分離状態が分離された帰還導管
により維持され、冷媒と温媒が混合しない場合は、熱交換器３１２，３２２は省略しても
よい。すなわち、たとえばチラーによって冷却される冷媒増分Ｔの容器３１０内の冷媒を
、制御された量で直接ヒートシンク３４０，３５０，３６０，３７０に導入し、冷媒導管
を介して均一な量の流体を冷媒増分Ｔの容器３１０へ戻してもよい。同様に、たとえばボ
イラーによって加熱される温媒増分Ｔの容器３２０内の温媒を、制御された量で直接ヒー
トシンク３４０，３５０，３６０，３７０に導入し、温媒導管を介して補給された均一な
量の流体を温媒増分Ｔの容器３２０へ戻してもよい。このように、冷媒増分Ｔの容器３１
０及び温媒増分Ｔの容器３２０は、それぞれの容器から直接流出する流体量に合わせて補
給される。
【００４９】
さらに他の代替的な実施形態では、冷媒と温媒の割合は、ヒートシンクで混合して接触す
る冷媒と温媒の量を同時に調節する一又はそれ以上のサーマルチャックによって制御して
もよい。たとえば、図４及び図５に示すように、単一のヒートシンク４１５のためのサー
マルチャック４００は、バルブ４２４（限定はされないがディスクバルブを含む）の動作
により、冷媒入口４１０及びこれとは分離された温媒入口４２０を介してサーマルチャッ
クへ流入する流体の流量を調節する。またサーマルチャック４００は、冷媒入口４１０及
び温媒入口４２０のそれぞれに対応した冷媒戻り４１２及び温媒戻り４２２を含む。ヒー
トシンク４１５にて混合して接触する流体は、上述したとおり冷媒入口４１０及び温媒入
口４２０を介して流入する際の冷媒と温媒との割合と同じ割合で冷媒戻り４１２及び温媒
戻り４２２を介してサーマルチャック４００から流出してよい。さらに、本発明では、図
３に示す配列と同様に複数の相互に連結されたサーマルチャック４００を使用してもよい
。
【００５０】
サーマルチャック４００は、位置決めの際に柔軟性を提供するジンバル４３０を介して基
板４０５上のダイ（たとえばＤＵＴ４０６）に接触し装着されてよい。特に図５に示すよ
うに、内部を流れる流体はチャンバ４１７内で混合することによりヒートシンク４１５上
で接触し、チャンバ４１７の内部流路を介してヒートシンク４１５内を循環する。ヒート
シンク４１５は、上述したとおりたとえば効率的かつ均一な熱交換が可能な熱接触面材料
４２０を介してＤＵＴ４０６の表面に作用する。一の実施形態では、流体は冷媒入口４１
０及び温媒入口４２０を介してサーマルチャック４００の調節部に流入し、ヒートシンク
４１５に連続的に接触する。上述したとおり、流体は冷媒戻り４１２及び温媒戻り４２２
を介してサーマルチャック４００から流出する。
【００５１】
勿論、本発明の範囲と精神を逸脱しない限り、ヒートシンクの温度を制御するために異な
る温度の流体から（すなわち冷媒増分Ｔ及び温媒増分Ｔを維持するため）熱エネルギを伝
達するいかなる手法を採用してもよい。また流体は幾つの異なる温度を有してもよい。た
とえば、発明の一の実施形態では、導管３０５を流れる流体は、異なる増分Ｔを有する３
つ以上の流体に分岐されてよく、これらは所望の混合流体温度とするために種々の割合で
混合されてよい。
【００５２】
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図６は、本発明の観点による典型的な電子部品の温度制御方法を示すフローチャートであ
る。ステップＳ６０２では、所望温度又は目標温度が、その維持のために温度制御装置に
設定される。目標温度はＤＵＴが試験される（たとえば９０℃）設定温度でよい。または
これに代えて、目標温度は電子部品が操作環境において機能し得る所望温度（または温度
範囲）でよい。
【００５３】
ステップＳ６０４では、電子部品（たとえばＤＵＴ）及び／又は電子部品に接触するヒー
トシンクの実温度が測定される。そして測定された温度は所望温度と比較される。２つの
温度が同じときはヒートシンクの流体混合に何らの調節もせずにステップＳ６０４へ戻り
、更新された温度データを取得する。
【００５４】
実温度が設定温度より低いときは、ステップＳ６１２にて、ヒートシンクを流れる温媒量
を増加させ、及び／又はヒートシンクを流れる冷媒量を減少させ、これによりヒートシン
ク温度を上昇させる。実温度が設定温度より高いときは、ステップＳ６１０にて、ヒート
シンクを流れる冷媒量を増加させ、及び／又はヒートシンクを流れる温媒量を減少させ、
これによりヒートシンク温度を下降させる。いずれの場合も流量調節後にステップＳ６０
４へ戻り、更新された実温度データを取得し、必要に応じて次のステップを繰り返す。
【００５５】
図８は本発明の他の実施形態に係るサーマルチャック５００の概略図である。本例では３
つの流体源、すなわち冷媒源５１０、設定温度流体源５１３および温媒源５２０が利用さ
れている。設定温度流体源５１３の流体は、冷媒源５１０の流体より高い温度に設定され
ている。さらに特には、設定温度流体源５１３の流体はＤＵＴ（サーマルチャック５００
を介して潜在的に生じる熱損失を考慮して）の設定温度にほぼ等しい温度とされている。
たとえば、ＤＵＴの設定温度が８０℃であるときは設定温度流体源５１３の流体温度はた
とえば８５℃に設定されてよい。さらに、温媒源の流体温度は設定温度流体源５１３の流
体よりも高い温度に設定されている。エネルギ効率を高めるため、設定温度流体の温度は
、温媒温度に対するよりも冷媒温度に近似してよい。３つの異なる温度の３つの流体源５
１０，５１３，５２０が図８に示されているが、代替的実施形態として３つ以上の異なる
温度の３つ以上の流体源を使用してもよい。たとえば、３つの異なる設定温度にて３つの
ＤＵＴを試験するように構成されたシステムにあっては、冷媒源、第１設定温度流体源、
第２設定温度流体源、第３設定温度流体源及び温媒源といった５つの異なる温度の流体を
含む合計５つの異なる流体源を含んでよい。
【００５６】
図８に示すように、導管５０５は３つの流体源５１０，５１３，５２０をヒートシンク５
１５に連結している。特に、冷媒は冷媒導管５０５ａを介して流通し、マニホールド５８
０を介してサーマルチャック５００に案内され、ここで冷媒はバルブ５２４（限定されな
いがディスクバルブを含む）と連通する。さらに設定温度流体は設定温度流体源５１３か
ら流出して導管５０５ｂを介して温媒源５２０に流入する。温媒源５２０の設定温度流体
が所定の高温に達したら、温媒は導管５０５ｂを通過してマニホールド５８０を介してサ
ーマルチャック５００に至り、ここで温媒はバルブ５２４に連通する。温媒源５２０に直
接流入しない設定温度流体は導管５０５ｓを通過してマニホールド５８０を介してサーマ
ルチャック５００に至り、ここで設定温度流体はバルブ５２４に連通する。ＤＵＴの試験
中に、設定温度流体は、エネルギ効率を高めるため冷媒のみと混合してもよい。換言すれ
ば、冷媒と温媒を直接混合すると重要なエネルギ消費やヒートシンク５１５全体にわたる
温度傾斜の機会が増加するため、冷媒と温媒の直接混合を排除することはエネルギ効率を
高める結果となる。
【００５７】
図８は、冷媒導管５０５ａ、設定温度流体の導管５０５ｓ及び温媒導管５０５ｂと連通し
ているようなディスクバルブ５２４を示す概略図である。バルブ５２４は、ヒートシンク
の上に直接設置されることが好ましい。また、バルブ５２４は、所定の温度の複合流がヒ
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ートシンク５１５（図８参照）へ流れるように、冷媒と設定温度流体と温媒とを混合した
所望の流体を放出するために、１８０°又は３６０°回転する。特に限定されない実施形
態では、バルブ５２４の回転が０°の時に冷媒が流出し、バルブ５２４が９０°回転した
時に、設定温度流体が流出し、バルブが１８０°回転した時に、温媒が流出し、バルブ５
２４が２７０°回転した時に戻り用導管５０５Ｒ（図８参照）を介してヒートシンク５１
５に流れている流体が戻る。これによって、流体がほぼ一定の割合で流出することが可能
となる。このように、バルブ５２４は、導管５０５ａ,５０５ｓ,５０５ｂの分岐合流点に
設置されることが好ましい。温度の反応に早く適応するため、通過時間が短くなるように
、ヒートシンクへの入口で流体の混合することが好ましい。また、上述の構造に伴って、
ヒートシンク５１５とミキシングチャンバー５１７（図１１参照）は、一つの入口と一つ
の出口だけを必要とする。さらに、混合した流体とヒートシンク５１５の距離を近付ける
ことで、流体の非圧縮性の問題が小さくなる。また、上述の構造は、再現性の問題と履歴
現象の問題を低減させる。
【００５８】
図１０は、バルブ５２４の作動との関係において、冷媒、設定温度流体及び温媒の混合を
示すグラフである。特に図１０は、約２リットル／分の一定の割合となっている複合流を
示すが、２リットル／分よりも大きく又は小さくすることができることや一定でなく変化
を持たせることも可能である。
【００５９】
図８は、戻り用導管５０５Ｒからの接触した流体が設定温度流体の戻り用導管５０５ｓＲ
を介して設定温度流体源５１３に戻される様子を示し、また、戻り用導管５０５Ｒからの
流体が冷媒の戻り導管５０５ａＲを介して冷媒源５１０へ戻される様子を示している。言
い換えれば、３つの流体の供給導管５０５ａ,５０５ｓ,５０５ｂがサーマルチャック５０
０に供給されている場合に、２つの流体の戻り用導管５０５ａＲ,５０５ｓＲ（又は５０
５ａＲ,５０５ｂＲ又は５０５ｓＲ,５０５ｂＲ）だけは、サーマルチャックから供給され
るようにしてもよい。しかしながら、図１１は、３つの流体の供給導管５０５ａ,５０５
ｓ,５０５ｂと３つの流体の戻り用導管５０５ａＲ,５０５ｓＲ,５０５ｂＲとを有してい
るサーマルチャック５００の概略斜視図を示している。当業者は、１つの流体の戻り用導
管だけがサーマルチャックから供給されるような異なる実施形態を想像できると思われる
。さらに、混合流体がヒートシンク５１５へ流れた後は、設定温度流体と温媒との温度差
が小さくなるため、設定温度の戻り用導管５０５ｓＲは、サーマルチャックの上部にある
温媒の戻り用導管５０５ｂＲの隣に配置され、これによって、熱損失を小さくできる。さ
らに、前述の混合流体の戻りは、チャック５００の外部的又は内部的に実行される。
【００６０】
冷媒源５１０及び設定温度流体源５１３は約３０リットル／分一定で循環することが好ま
しいが、他の流量で循環させてもよくまた一定でなくてもよい。さらに最初の実施形態で
触れたように、冷媒、設定温度流体及び温媒の導管は調節可能であり、たとえば冷媒、設
定温度流体及び温媒の導管からの流出に対応する冷媒、設定温度流体及び温媒の導管への
流入を均一にする。
【００６１】
複数のサーマルチャック４００，５００（複数のヒートシンク４１５，５１５を有する）
を図３に示すように使用することもでき、これらを通過する流体を直列または並列に接続
することもできる。これに関連して、図８はサーマルチャック５００に連結されたさらな
るサーマルチャック５００ｎを示す概略ブロック図である。
【００６２】
多くの使用において、ＤＵＴの交換を迅速に行うことができるように、テスト部の基板５
０８上の互いに交換可能な試験シーケンスのＤＵＴ５０６に対して一以上のサーマルチャ
ック４００，５００を使用することは一般的である。図１２は、２つのサーマルチャック
５００Ａ，５００Ｂを有するシステムであって、一方のサーマルチャック５００Ａはテス
ト部（位置Ａ）においてＤＵＴ５０６を試験し、他方のサーマルチャック５００ＢはＤＵ
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Ｔの試験が終了するのを待機し（すなわち位置Ｂにて試験終了またはＥＯＴを待機する）
、サーマルチャック５００Ａは保持位置Ｃへ移動するとともに、サーマルチャック５００
Ｂは次のＤＵＴを試験するために位置Ａへ移動するといったシステムを示す。サーマルチ
ャック５００Ｂが次のＤＵＴの試験を終了すると、サーマルチャック５００Ａは保持位置
Ｃから位置Ａへ戻り他のＤＵＴを試験する。これを繰り返すことで全てのＤＵＴが試験さ
れる。
【００６３】
高速かつ連続するＤＵＴ試験（たとえばマルチサーマルチャック５００が使用される状態
）はかなりの量のエネルギ消費を必要とし、そのエネルギはヒートシンクの冷却及び加熱
の繰り返しに消費される。周知のとおり混合される流体間の温度差が大きければ大きいほ
どエネルギロスも大きい。上述した構成では位置Ｂのサーマルチャック５００Ｂは専ら設
定温度流体を導出し、この設定温度流体は専らヒートシンク５１５に接触し（すなわちバ
ルブ５２４は回転角が９０°の位置に設定されている）、これにより位置Ｂのサーマルチ
ャック５００Ｂのヒートシンクをほぼ一定温度に維持し、異なる温度の流体の混合を回避
し、もってシステムレベルにおけるエネルギ消費を著しく減少させる。さらに、試験の開
始時には、位置Ｂのサーマルチャック５００Ｂのヒートシンクはほぼ一定の設定温度に維
持され、流体混合は回避されているので、ヒートシンク５１５全体にわたる及びＤＵＴ上
の熱勾配は著しく減少する。加えて、エネルギ効率を高めるために、ＤＵＴの設定温度が
低温である試験の場合はチラーの使用を省略してもよい。
【００６４】
上述したとおり、温度制御を実行するためにヒートシンクを直接加熱するヒータを備えて
いないので、開示された実施形態は熱抵抗特性を改善することができるとともに熱勾配を
除去することができ、従来技術では開示されていない極端な増分Ｔの使用を可能にするこ
とができる。また開示された実施形態はさらなるエネルギの節約と迅速な応答時間を創り
出す。開示された実施形態はさらに正確な電子部品の試験や、たとえば１５００ワットに
至る従来の電子部品の５００ワットを超える試験を実行することができる。さらに、あら
ゆる環境下（試験及び／又は操作）における電子部品の温度制御が高められることになる
。
【００６５】
本発明は、いくつかの典型的な実施形態を参照して説明し、これらは適当な方法で組み合
わせることもできるが、使用された用語は、限定されるべき用語というよりむしろ図面と
詳細な説明で用いられる用語であると理解すべきである。本発明の範囲及び精神を逸脱し
ない限り、現在または補正された添付した請求項の範囲内において変更することができる
。本発明は、個々の手段、材質や実施形態の説明について説明されているが、記載された
事項について限定する趣旨ではない。むしろ、本発明は、添付した請求の範囲内において
、機能的に同等の構造、方法、用途にまで及ぶ。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
この開示は、図面に基づき、限定されない実施例により詳細に説明され、同一の符号は幾
つかの図面を通して同様の部材を表わす。
【図１】従来技術の温度制御装置の典型的な温度応答を示すグラフである。
【図２】本発明の観点による温度制御装置の典型的な温度応答を示すグラフである。
【図３】本発明の観点による温度制御装置を示す典型的なブロック図である。
【図４】本発明の観点による温度制御装置のサーマルチャックを示す典型的な概略等角図
である。
【図５】本発明の観点による温度制御装置のサーマルチャックを示す典型的な概略等角拡
大図である。
【図６】本発明の観点による電子部品の温度制御方法を示す典型的なフローチャートであ
る。
【図７】本発明の観点によるヒートシンクを示す典型的な概略図である。
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【図８】本発明の観点による他の実施形態の温度制御装置のサーマルチャックを示す典型
的な概略図である。
【図９】本発明の観点による他の実施形態の温度制御装置のバルブを示す典型的な概略図
である。
【図１０】本発明の観点による他の実施形態の冷媒、設定温度流体、温媒の混合を示すグ
ラフである。
【図１１】本発明の観点による他の実施形態の温度制御装置のサーマルチャックを示す典
型的な斜視概略図である。
【図１２】本発明の観点による他の実施形態の温度制御装置のデュアルチャックシステム
を示す典型的な概略側面図である。

【図１】 【図２】
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